
第3　刑事手続への関与拡充への取組

犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続
に適切に関与することができるようにすることが必
要であり，基本法は，第18条において「刑事に関す
る手続への参加の機会を拡充するための制度の整備
等」に係る必要な施策を講ずることを求めている。

1．刑事に関する手続への参加の機会を拡充するた
めの制度の整備等（基本法第18条関係）
［現状認識］
「事件の当事者」である犯罪被害者等が，被害を
受けた事件の捜査・公判等の刑事に関する手続や，
少年保護事件の調査・審判等の手続に対し，それを
通じて事件の真相を知ることができ，名誉が回復さ
れ正義が実現されるものと期待し，その推移及び結
果に重大な関心を持つのは当然である。刑事に関す
る手続や少年保護事件の手続についての情報提供を
欲するのみならず，加害者側に偏向した結果となる
ことを心配し，自ら手続に関与することを望む犯罪
被害者等も少なくない。
情報の提供に関しては，警察，検察庁，海上保安
庁による各種情報の通知制度が実施されている。ま
た，刑事に関する手続への参加の機会を拡充する制
度としては，平成12年に行われた刑事訴訟法（昭和
23年法律第131号）の改正により，被害者等の意見
陳述制度が導入されたほか，検察審査会への申立権
者の範囲が拡大されるなどしている。少年保護事件
の手続に関しては，同年の少年法（昭和23年法律第
168号）の改正により家庭裁判所による被害者等の
意見聴取の制度が導入されるなどしている。
しかしながら，犯罪被害者等からは，現状につい
て，犯罪被害者等は証拠として扱われているに過ぎ
ず，「事件の当事者」にふさわしい扱いを受けてい
ないという批判があり，刑事に関する手続及び少年
保護事件の手続に関し，一層の情報提供と参加する
権利を認めるよう要望する声が多い。
［基本法が求める基本的施策］
基本法第18条は，国及び地方公共団体に対し，犯
罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適
切に関与することができるようにするための施策と
して，

・　刑事に関する手続の進捗状況等に関する情報
の提供
・　刑事に関する手続への参加の機会を拡充する
ための制度の整備
・　その他の必要な施策
を講ずることとしている。
［犯罪被害者等の要望に係る施策］
犯罪被害者団体等からは，
①　起訴への関与等
②　公訴参加制度の導入等
③　公的弁護人制度の導入
④　少年保護事件への参加等
⑤　刑事司法手続に関する情報提供の充実
⑥　捜査に関する情報提供等の充実
⑦　不起訴事案に関する情報提供
⑧　判決確定後の加害者情報の提供
⑨　加害者の処遇に関する意見陳述等
⑩　犯罪被害者等に関する情報の加害者への伝達
等
⑪　その他刑事司法の充実等
に関する種々の要望が寄せられている。
［今後講じていく施策］
⑴　犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与すること
のできる制度の検討及び施策の実施
法務省において，刑事裁判に犯罪被害者等の
意見をより反映させるべく，公訴参加制度を含
め，犯罪被害者等が刑事裁判手続に直接関与す
ることのできる制度について，我が国にふさわ
しいものを新たに導入する方向で必要な検討を
行い，2年以内を目途に結論を出し，その結論
に従った施策を実施する。【法務省】
⑵　冒頭陳述等の内容を記載した書面の交付につ
いての検討及び施策の実施
法務省において，犯罪被害者等の希望に応じ，
公訴事実の要旨や冒頭陳述の内容等を説明する
よう努めるとともに，事案並びに必要性及び相
当性にかんがみ冒頭陳述等の内容を記載した書
面を交付することについて必要な検討を行い，
1年以内を目途に結論を出し，その結論に従っ
た施策を実施する。【法務省】
⑶　公判記録の閲覧・謄写の範囲拡大に向けた検
討及び施策の実施等
ア　法務省において，公判記録の閲覧・謄写の

3．犯罪被害者等基本計画（平成17年12月27日閣議決定）
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範囲を拡大する方向で検討を行い，2年以内
を目途に結論を出し，その結論に従った施策
を実施する。【法務省】（再掲：第1，1．⑸）

イ　法務省において，公判記録の閲覧・謄写に
関する現行制度を周知徹底させる。【法務省】
（再掲：第1，1．⑺）

⑷　犯罪被害者等と検察官のコミュニケーション
の充実
ア　法務省において，犯罪被害者等の意見等を
より適切に把握し刑事裁判に適正に反映させ
るため，犯罪被害者等と検察官のコミュニ
ケーションをより一層充実させ，被害状況等
の供述調書等による証拠化並びに被害者等の
証人尋問及び意見陳述の活用等により，被害
状況の的確な立証に努めていく。【法務省】

イ　法務省において，刑事裁判の公判期日の決
定について，検察官が犯罪被害者等と十分な
コミュニケーションをとり，必要に応じ，犯
罪被害者等の希望を裁判長に伝えるよう努め
ていく。【法務省】

⑸　国民にわかりやすい訴訟活動
法務省において，検察官による視覚的な工夫

を取り入れた国民に分かりやすい訴訟活動を行
うよう努めていく。【法務省】

⑹　保釈に関しての犯罪被害者等に対する安全へ
の配慮の充実
法務省において，加害者の保釈に関し，検察

官が，犯罪被害者等から事情を聴くなどにより
その安全確保を考慮して裁判所に意見を提出す
るよう，適切な対応に努めていく。【法務省】（再
掲：第2，2．⑺）

⑺　上訴に関する犯罪被害者等からの意見聴取等
法務省において，検察官が，被害者のある犯

罪について，判決に対する上訴の可否を検討す
る際に，事案等を勘案しつつ，犯罪被害者等か
ら意見聴取等を実施するなど，適切な対応に努
めていく。【法務省】

⑻　少年保護事件に関する意見の聴取等各種制度
の周知徹底
法務省において，少年保護事件に関する意見

の聴取，記録の閲覧・謄写及び審判結果等の通
知の各制度について，周知に努めていく。【法
務省】

⑼　少年保護事件に関する犯罪被害者等の意見・
要望を踏まえた制度の検討及び施策の実施
法務省において，平成12年の少年法等の一部
を改正する法律（平成12年法律第142号）附則
第3条により，同法施行後5年を経過した場合
に行う検討において，少年審判の傍聴の可否を
含め，犯罪被害者等の意見・要望を踏まえた検
討を行い，その結論に従った施策を実施する。
【法務省】
⑽　公的弁護人制度の導入の是非に関する検討
公的弁護人制度の導入については，現行及び
今後実施する損害賠償請求の適切・円滑な実現
を図るための諸施策及び刑事に関する手続への
参加の機会を拡充するための諸施策並びに犯罪
被害者等の経済的負担軽減のための諸施策を踏
まえ，更に必要かつ相当であるかを検討するこ
ととし，具体的には，犯罪被害者等に対する経
済的支援制度に関して設置する検討のための会
において，社会保障・福祉制度全体の中におけ
る犯罪被害者等に対する経済的支援制度のある
べき姿や財源と併せて検討する。【内閣府・警
察庁・法務省・厚生労働省】
⑾　日本司法支援センターによる支援
ア　日本司法支援センターによる民事法律扶助
制度の活用によって，弁護士費用及び損害賠
償請求費用の負担軽減を図る。【法務省】（再
掲：第1，1．⑷ア）
イ　日本司法支援センターにおいて，犯罪被害
者等のために，その支援に精通した弁護士の
紹介なども含めた様々な情報を速やかに提供
する。【法務省】（再掲：第1，1．⑷イ及び
第4，1．�ア）
ウ　日本司法支援センターの具体的な業務の在
り方について，犯罪被害者等やその支援に携
わる者の意見を踏まえて準備作業を進める。
【法務省】（再掲：第1，1．⑷ウ及び第4，1．
�イ）
エ　日本司法支援センターによる犯罪被害者等
支援について，警察庁その他関係機関及び日
本弁護士連合会等と十分な連携を図る。【法
務省】（再掲：第1，1．⑷エ及び第4，1．
�ウ）
オ　日本司法支援センターの機能及び犯罪被害
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者等支援に関する具体的情報を十分に周知さ
せる。【法務省】（再掲：第1，1．⑷オ及び
第4，1．�エ）

⑿　刑事の手続等に関する情報提供の充実
ア　警察庁及び法務省において連携し，犯罪被
害者等の意見・要望を踏まえ，刑事に関する
手続及び少年保護事件の手続並びに犯罪被害
者等のための制度等を分かりやすく解説した
パンフレット等の内容を充実し，パンフレッ
トの配布等の工夫も含め，犯罪被害者等への
早期の提供に努めていく。【警察庁・法務省】
（再掲：第4，1．�ア）
イ　警察庁及び法務省において連携し，検視及
び司法解剖に関し，パンフレットの配布等の
工夫も含め，遺族に対する適切な説明及び配
慮に努めていく。【警察庁・法務省】

ウ　警察において，都道府県における外国人犯
罪被害者等の多寡等の実情を踏まえて作成・
配布している外国語版の「被害者の手引」に
ついて，今後とも適切に作成・配布されるよ
う努めていく。【警察庁】（再掲：第4，1．
⒇イ）

エ　法務省において，犯罪被害者等に対し，犯
罪被害者等の保護と支援のための制度の更な
る情報の提供を行うため，外国語によるパン
フレットやホームページの作成等による情報
の提供を行う。【法務省】（再掲：第4，1．
�イ）

⒀　捜査に関する適切な情報提供
ア　警察において，捜査への支障等を勘案しつ
つ，「被害者連絡制度」等を周知徹底・活用し，
犯罪被害者等に対し，適時適切に，捜査状況
等の情報を提供するよう努めていく。【警察庁】
イ　警察庁において，一定の犯罪被害者等に対
し「被害者の手引」を配布・説明する制度及
び「被害者連絡制度」の改善策について，犯
罪被害者等の要望を踏まえた検討を行い，1
年以内を目途に結論を出し，必要な施策を実
施する。【警察庁】（再掲：第4，1．�）

ウ　法務省において，捜査への支障等を勘案し
つつ，犯罪被害者等に対し，適時適切に，捜
査状況等の情報を提供するよう努めていく。
【法務省】

⒁　交通事故捜査の体制強化等
警察本部による事故捜査体制の強化を図ると
ともに，科学的捜査を推進するため，交通事故
捜査員に対する各種捜査研修を実施するほか，
交通事故自動記録装置を始めとする捜査支援機
器の整備・活用を図るなど，一層の交通事故捜
査の充実に努める。【警察庁】
⒂　交通事件に関する講義の充実
法務省において，副検事に対する研修の中で
今後とも，交通事件の留意点等を熟知した専門
家等による講義を行うとともに，被害者及び被
害者遺族の立場等への理解を深めるための機会
を設けるなど，交通事件をテーマとした科目の
内容について一層の充実を図る。【法務省】（再
掲：第2，3．⑴オ）
⒃　不起訴事案に関する適切な情報提供
ア　法務省において，不起訴記録の弾力的開示
を周知徹底させる。【法務省】（再掲：第1，
1．⑺）
イ　法務省において，不起訴処分について，犯
罪被害者等の希望に応じ，検察官が，捜査へ
の支障等を勘案しつつ，事前・事後に，処分
の内容及び理由について十分な説明を行うよ
う努めていく。【法務省】

⒄　検察審査会の起訴議決に拘束力を認める制度
の運用への協力
法務省において，平成16年の検察審査会法（昭
和23年法律第147号）改正により導入され平成
21年までに実施される一定の場合に検察審査会
の起訴議決に拘束力を認める制度について，公
訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を
図るという趣旨の実現に向けた必要な協力をし
ていく。【法務省】
⒅　検察官に対する児童又は女性の犯罪被害者等
への配慮に関する研修の充実
法務省において，検察官に対し，児童や女性
の犯罪被害者等と接する上での留意点等を熟知
した専門家等による講義を実施し，児童及び女
性に対する配慮に関する科目の内容の一層の充
実を図っていく。【法務省】（再掲：第2，3．
⑴エ及び第4，2．⑾ア）
⒆　判決確定後の加害者情報の警察に対する提供
の充実
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Ⅴ　重点課題に係る具体的施策

第3-1　刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等

141

基
礎
資
料



法務省において，再被害防止のため，警察の
要請に応じ，行刑施設，地方更生保護委員会及
び保護観察所が警察に対して行う釈放予定，帰
住予定地及び仮出獄中の特異動向等の情報提
供，再度の加害行為のおそれを覚知した検察官，
行刑施設，地方更生保護委員会及び保護観察所
による警察への当該情報の連絡について，関係
者に周知徹底させ，一層円滑な連携を図ってい
く。【警察庁・法務省】（再掲：第2，2．⑴ア）

⒇　判決確定後の加害者情報の犯罪被害者等に対
する提供の拡充
法務省において，加害者の仮出獄の時期，自

由刑の執行終了による釈放予定時期，釈放後の
住所についての情報を適切に提供していくほ
か，さらに，更生保護官署が，保護司との協働
態勢の下，犯罪被害者等に対し，加害者の収容
先，加害者の処遇に関する情報，加害者の釈放
予定等を含む刑事裁判終了後の加害者に関する
情報を提供できるよう，更生保護官署に被害者
支援専任の担当者を配置することを含め，検討
を行い，2年以内を目途に必要な施策を実施す
る。【法務省】（再掲：第2，2．⑴イ）

�　保護処分決定確定後の加害少年に係る情報の
提供に関する検討及び施策の実施
法務省において，犯罪被害者等に対し，保護

処分決定確定後の加害少年に関する情報を適切
に提供できるよう検討を行い，2年以内を目途
に必要な施策を実施する。【法務省】

�　犯罪被害者等の心情等を加害者に伝達する制
度の検討及び施策の実施
法務省において，更生保護官署が，保護司と

の協働態勢の下，犯罪被害者等に対し，刑事裁
判終了後の加害者に関する情報を提供できるよ
う，更生保護官署に被害者支援専任の担当者を
配置することを含め，検討を行う（上記⒇）こ
とと併せ，犯罪被害者等が置かれた状況及び心
情等を矯正施設に収容されている加害者又は保
護観察中の加害者に伝える仲介をすることにつ
いて検討を行い，2年以内を目途に必要な施策
を実施する。【法務省】

�　受刑者と犯罪被害者等との面会・信書の発受
の適切な運用
法務省において，受刑中の加害者との面会・

信書の発受を希望する犯罪被害者等に関し，刑
事施設及び受刑者の処遇等に関する法律（平成
17年法律第50号）に基づき，受刑中の者と犯罪
被害者等との面会・信書の発受が適切に運用さ
れるように努める。【法務省】
�　犯罪被害者等の意見等を踏まえた適切な加害
者処遇の推進
ア　法務省において，矯正施設に収容されてい
る加害者に対し，被害者の心情等を理解させ
るため，「被害者の視点を取り入れた教育」
について，犯罪被害者等やその支援に携わる
者の意見を踏まえ，内容の一層の充実に努め
ていく。【法務省】（再掲：第2，2．⑿ア）
イ　法務省において，保護処分の執行に資する
ため，少年の身体的・精神的状況，家庭環境，
施設内の行動及び処遇の経過等に関する必要
な記載がなされている少年簿について，関係
機関と連携し，犯罪被害者等に関する事項に
ついて必要な情報を収集し，適切に記載する
よう努めていく。【法務省】
ウ　法務省において，犯罪被害者等の意向等に
配慮し，謝罪及び被害弁償に向けた保護観察
処遇における効果的なしょく罪指導を徹底し
ていく。【法務省】（再掲：第2，2．⑿ウ）

�　犯罪被害者等の視点を取り入れた交通事犯被
収容者に対する更生プログラムの整備等
ア　法務省において，犯罪被害者等の視点を取
り入れ，交通事犯被収容者に対する罪の意識
の覚せいを図る指導，交通安全教育等を推進
し，遵法精神，責任観念をかん養し，交通犯
罪に対する道義的な反省を積極的に促すとと
もに，交通法規を守って，人命を尊重し，安
全第一を信条とする社会人として更生させる
ことに努める。【法務省】
イ　法務省において，「被害者の視点を取り入
れた教育」研究会の成果を踏まえ，犯罪被害
者等や支援団体から直接話を伺うゲストス
ピーカー制度の拡大や教材の開発，標準的な
プログラムの策定に取り組むなど，被害者の
心情等を理解させるための指導の一層の充実
を図り，交通事犯被収容者の更生のためによ
り有効なプログラムの整備に努める。【法務省】

�　仮釈放における犯罪被害者等に対する安全へ
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の配慮の充実
法務省において，仮釈放に際し，地方更生保

護委員会が，事案に応じた犯罪被害者等の安全
確保に必要な遵守事項の適切な設定に努め，保
護観察所が，当該遵守事項を遵守させるための
加害者に対する指導監督を徹底していく。【法
務省】（再掲：第2，2．⑿イ）

�　犯罪被害者等の意見を踏まえた仮釈放審理の
検討及び施策の実施
法務省において，仮釈放の審理をより一層犯

罪被害者等の意見を踏まえたものとすることに
ついて，犯罪被害者等による意見陳述の機会を
設けることを含め検討し，2年以内を目途に必
要な施策を実施する。【法務省】

�　矯正施設職員及び更生保護官署職員に対する
研修等の充実
法務省において，矯正施設職員及び更生保護

官署職員に対する犯罪被害者等やその支援に携
わる者による講義の実施等犯罪被害者等の置か
れている現状や心情等への理解を深める研修の
充実を図っていく。【法務省】

第4　支援等のための体制整備への取組

犯罪被害者等は，犯罪等により受けた被害を回復
し，軽減し，再び平穏な生活を営むことができるよ
うになるために，様々な困難に立ち向かっていかな
ければならない。しかし，犯罪等により受けた精神
的・身体的被害により，本来有している能力が阻害
され，他者の支援を必要としている。犯罪被害者等
が必要とする支援は，具体的な被害の状況・原因，
犯罪被害者等が置かれている状況等によって極めて
多岐にわたるが，そうした支援を，誰でも必要なと
きに必要な場所で受けられるようにするためには，
支援のための十分な体制整備が必要である。
基本法は，第11条において「相談及び情報の提供
等」，第21条において「調査研究の推進等」，第22条
において「民間の団体に対する援助」に係る必要な
施策を講ずることを求めている。

1．相談及び情報の提供等（基本法第11条関係）
［現状認識］
思いがけず被害に見舞われた犯罪被害者等は，被

害直後から，保護，診療，葬儀，告訴，事情聴取等
の捜査への協力，公判への証人等としての出廷，公
判の傍聴，少年審判への出席，損害賠償の請求，民
事訴訟の提起・遂行，犯罪被害者等給付金の申請，
福祉制度の利用のための申請，各種保険制度の給付
申請，被害者支援団体への支援の要請など，様々な
場面に遭遇し，その都度，判断し，行動しなければ
ならない。しかし，多くの犯罪被害者等は，経験や
十分な知識があるべくもなく，直面している状況を
十分に理解できず，行うべき判断やとるべき行動の
指針も見つけられず，困惑するとの指摘がある。
また，性犯罪や家庭の中の暴力に係る犯罪被害者等
の中には，被害そのものを明らかにすることができ
ないため，捜査機関等とのかかわりすら持てず，相
談や支援を要請する方法も分からないまま，困難な
状況に陥っている者も存在するとの指摘がある。
「犯罪被害者実態調査報告書（犯罪被害実態調査
研究会。平成15年）」によると，犯罪被害者等に対
する援助に関して，「そばで話を聞いてくれること
（とりあえずの相談相手）」を必要とした者の割合
が最も高くなっている（79.4％の者が被害直後に必
要とし，被害後数年が経過したアンケート調査時現
在においても37.9％の者が必要としている。）。また，
犯罪被害者等が提供を求める情報については，刑事
手続に関する情報の提供を求める者の割合が高い
（例えば，犯人の検挙情報や捜査の進み具合は，お
おむね9割の者が情報提供を望んでいる。）が，「犯
罪被害給付制度」，「援助を受けることができる組織，
団体等の紹介」，「弁護士の選任方法や弁護士会の相
談窓口」，「被害回復の方法」，「保険金の受け取り申
請の手続」などについても5割を超える者が情報提
供を望んでおり，様々な情報提供が求められている
ことがうかがわれる。
犯罪被害者等にとって，必要な情報が与えられる
ことは，犯罪被害者等支援の基礎であり，むしろ，
犯罪被害者等があえて求めずとも必要な情報が得ら
れることが望ましいとの指摘がある。また，捜査・
公判等の過程で発生する二次的被害については，相
談や支援を求めることに特に困難があるとの指摘も
ある。さらに，こうした相談・情報提供等の支援は，
被害後の経過に応じ，病院への付添い，家事・育児
の手伝い，カウンセリング等その他の直接的な支援
と連動して行われるべき場合が少なくないと考えら

3．犯罪被害者等基本計画（平成17年12月27日閣議決定）
Ⅴ　重点課題に係る具体的施策

第3-1　刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等
第4-1　相談及び情報の提供等
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れる。
［基本法が求める基本的施策］
基本法第11条は，国及び地方公共団体に対し，犯
罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むこ
とができるようにするための施策として，
・　犯罪被害者等が直面している各般の問題につ
いて相談に応ずること

・　必要な情報の提供及び助言を行うこと
・　犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介
すること

・　その他の必要な施策
を講ずることとしている。
［犯罪被害者等の要望に係る施策］
犯罪被害者団体等からは，
①　犯罪被害者等支援窓口の一本化
②　日本司法支援センターの相談窓口としての機
能充実

③　犯罪被害者等支援に関する情報取得の利便性
向上

④　犯罪被害者等に提供する情報の内容の充実
⑤　早期支援体制の確立
⑥　長期支援体制の確立
⑦　犯罪被害者等支援のコーディネーターや専門
的チームの育成

⑧　その他相談及び情報提供等の充実
に関する種々の要望が寄せられている。
［今後講じていく施策］
⑴　地方公共団体に対する総合的対応窓口の設置
等の要請等
ア　内閣府において，都道府県犯罪被害者等主
管課室長会議を開催し，地方公共団体に対し，
犯罪被害者等に関する適切な情報提供等を行
う総合的な対応窓口の設置等について要請す
る。【内閣府】

イ　内閣府において，関係窓口一覧や犯罪被害
者等基本計画等の広報を含めたパンフレット
を作成し，上記ア記載の会議において配布す
るなどの情報提供を行う。【内閣府】

⑵　相談機関等リストの作成による総合的情報提
供
内閣府において，都道府県別の相談機関等リ

ストを作成し，インターネット等を通じて総合
的な情報提供を行うことにつなげられるような

事業を実施する。【内閣府】
⑶　どの関係機関・団体等を起点としても，必要
な情報提供・支援等を途切れることなく受ける
ことのできる体制作りのための検討及び施策の
実施
各地域における犯罪被害者等支援に係る諸機
関・団体等の連携・協力を更に促進し，犯罪被
害者等が，どの機関・団体等を起点としても必
要な情報の提供，支援等を途切れることなく受
けることのできる体制作りが行われるようにす
るため，推進会議の下に，有識者並びに内閣府，
警察庁，総務省，法務省，文部科学省，厚生労
働省及び国土交通省からなる検討のための会を
設置し，地域における関係諸機関・団体等の連
携・協力の実情の把握等必要な調査を行い，2
年以内を目途に結論を出し，その結論に従った
施策を実施する。【内閣府・警察庁・総務省・
法務省・文部科学省・厚生労働省・国土交通省】
⑷　犯罪被害者等支援のコーディネーター等の育
成の在り方についての検討
犯罪被害者等支援のコーディネーターや専門
的チームの育成の在り方について，各地域にお
ける犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の
連携・協力の促進に関して設置する検討のため
の会において，どの関係機関・団体等を起点と
しても必要な情報提供，支援等を途切れること
なく受けることのできる体制作りと併せて検討
する。【内閣府・警察庁・総務省・法務省・文
部科学省・厚生労働省・国土交通省】（再掲：
第4，2．⑻）
⑸　警察と関係機関・団体等との連携・協力の充
実・強化及び情報提供の充実
警察において，他の犯罪被害者等支援に係る

諸機関・団体等との連携・協力を充実・強化し，
それらの諸機関・団体等の犯罪被害者等支援の
ための制度等を説明できるよう努めていくとと
もに，さらに，犯罪被害者等支援のための諸制
度を所掌する府省庁の協力を得て，当該制度に
関する案内書，申込書等を常備し，提供等して
いく。【警察庁】
⑹　被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域
ネットワークにおける連携の推進
警察において，法務省，文部科学省，厚生労
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働省及び国土交通省の協力を得て，各都道府県
警察・警察署レベルで設置している知事部局，
地方検察庁，弁護士会，医師会，臨床心理士会，
犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等をメン
バーとする被害者支援連絡協議会及び被害者支
援地域ネットワークについて，メンバー間の連
携が図られ，総合的な被害者支援が実施される
よう努めていく。【警察庁】

⑺　警察における相談体制の充実
警察において，全国統一の相談専用電話「♯

9110番」や性犯罪相談，少年相談等の個別の相
談窓口において，犯罪被害者等の住所地等にか
かわらず，また，匿名であっても相談に応じる
とともに，犯罪被害者等の要望により，当該都
道府県又は警察署の被害者支援連絡協議会等
ネットワークに参画する機関・団体等の情報提
供等や，他都道府県又は他警察署のネットワー
クの活用にも配慮していくほか，性犯罪相談窓
口について女性警察官の配置に努めたり，精神
的ケアを望む相談に対し，カウンセリング専門
職員の電話によるカウンセリングを実施した
り，精神科医や臨床心理士等による専門的ケア
が行える機関を紹介するなど，犯罪被害者等の
ニーズに応えられるよう努めていく。【警察庁】

⑻　「指定被害者支援要員制度」の活用
警察において，指定された警察職員（指定被

害者支援要員）が，事件発生直後から犯罪被害
者に付き添い，必要な助言，指導，情報提供等
を行ったり，被害者支援連絡協議会等のネット
ワークを活用しつつ，部外のカウンセラー，弁
護士会，関係機関又は犯罪被害者等の援助を行
う民間の団体等の紹介・引継ぎを実施するなど
する「指定被害者支援要員制度」について，法
務省，文部科学省，厚生労働省及び国土交通省
の協力を得て，その積極的活用を図るととも
に，それらの警察職員に対し，犯罪被害者等に
対する支援に必要となる知識等についての研
修，教育等の充実に努める。【警察庁】

⑼　交通事故相談活動の促進
内閣府において，相談内容の多様化・複雑化

に対処するため，交通事故相談活動に携わる交
通事故相談所等の相談員に対して，研修等を通
じてその資質の向上を図るなど，地域における

交通事故相談活動を推進する。【内閣府】
⑽　警察における被害少年が相談しやすい環境の
整備
警察において，少年サポートセンターや各警
察署の少年係等，少年からの悩みごと，困りご
との相談を受け付けるための窓口が，関係機関
への十分な引継ぎを含め，相談者の立場に立っ
た対応をするよう努めていくとともに，「ヤン
グ・テレホン・コーナー」等の名称での電話に
よる相談窓口の設置や，フリーダイヤル，電子
メールによる相談の導入等により，被害少年が
相談しやすい環境の整備を図っていく。【警察庁】
⑾　ストーカー事案への適切な対応
警察において，ストーカー事案の担当者に対

し，ストーカー行為等の規制等に関する法律（平
成12年法律第81号）の運用のみならず，被害者
からの相談を受ける際に必要な能力を修得させ
ることを含む専門教育を実施していくととも
に，関係機関との連携を強化し，ストーカー事
案への適切な対応に努める。【警察庁】
⑿　検察庁の犯罪被害者等支援活動における福
祉・心理関係の専門機関等との連携の充実
法務省において，検察庁における犯罪被害者
等支援活動に際し，刑事手続に関する専門的な
法的知識，捜査・公判の実務経験に基づき，犯
罪被害者等の立場を理解し適切に対応するとと
もに，福祉・心理関係の専門機関等との連携の
充実を図る。【法務省】
⒀　検察庁における被害者支援員と関係機関・団
体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供
の充実
法務省において，被害者支援員と犯罪被害者
等支援に係る諸機関・団体等との連携・協力を
充実・強化し，検察庁に相談窓口を求める犯罪
被害者等に対し，被害者支援員等の連絡先等の
一層分かりやすい提供や，犯罪被害者等支援に
係る諸機関・団体等の犯罪被害者等支援のため
の制度等を説明できるよう努め，さらに，犯罪
被害者等支援のための諸制度を所掌する府省庁
の協力を得て，当該制度に関する案内書，申込
書等を常備し，提供等していくことを含め，必
要な情報が提供できるよう努めていく。【法務省】
⒁　「子どもの人権110番」及び「子どもの人権専

3．犯罪被害者等基本計画（平成17年12月27日閣議決定）
Ⅴ　重点課題に係る具体的施策
第4-1　相談及び情報の提供等
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門委員」の活用・充実
法務省において，法務局・地方法務局に設置

されている専用相談電話「子どもの人権110番」
及び「子どもの人権専門委員」の活用・充実を
図っていく。【法務省】

⒂　教育委員会と関係機関・団体等との連携・協
力の充実・強化及び学校における相談窓口機能
の充実
文部科学省において，学校で児童生徒が犯罪

被害者となる重大事件が発生した場合に，当該
児童生徒の相談等の窓口として学校が有効に機
能することを支援するため，教育委員会が，警
察署，児童相談所，保健所，弁護士会，医師会
等の関係機関と連携・協力を充実・強化し，犯
罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の犯罪被
害者等支援のための制度等を説明できるよう努
め，さらに，犯罪被害者等支援のための諸制度
を所掌する府省庁の協力を得て，当該制度に関
する案内書，申込書等を常備し，提供等してい
くことを含め，当該児童生徒及びその保護者等
への対応等を行うことを促進する。この場合に
おいて，加害者が教員・生徒等当該学校内部の
者であった場合は，犯罪被害者となった児童生
徒の状況にかんがみ，適切な者が相談等の窓口
になるよう十分配慮する。【文部科学省】

⒃　学校内における連携及び相談体制の充実
文部科学省において，犯罪被害者等である児

童生徒及びその保護者の相談等に対し，学校で，
学級担任，生徒指導担当教員，教育相談担当教
員，保健主事，養護教諭，スクールカウンセラー
等が連携し，適切な対応ができるよう，必要に
応じ，教員加配，スクールカウンセラーの配置
をするなど学校内の相談体制の充実を図ってい
く。【文部科学省】

⒄　学校における相談対応能力の向上等
文部科学省において，学校の教職員が犯罪被

害者等である児童生徒の相談等に的確に対応で
きるよう，犯罪等の被害に関する研修等を通じ
教職員の指導力の向上に努めるとともに，ス
クールカウンセラーや「子どもと親の相談員」
の配置など教育相談体制の充実等に取り組んで
いく。【文部科学省】（再掲：第4，2．⒀及び
第5，1．⒂ア）

⒅　相談及び情報提供のための教育委員会による
取組の促進
文部科学省において，犯罪被害者等である児
童生徒を含む児童生徒に対し，教育委員会が，
心理学，教育学等に関する知識を有する専門職
員や臨床心理の専門家等を教育センターや教育
相談所等に配置し，相談窓口を設けるとともに，
少年サポートセンター，児童相談所，福祉事務
所，保健所等の地域の関係機関についての情報
を当該児童生徒及びその保護者に提供すること
を促進する。【文部科学省】
⒆　各都道府県警察に対する犯罪被害者等への情
報提供等の支援に関する指導・督励及び好事例
の勧奨
警察庁において，情報提供を始めとする基本
的な犯罪被害者等支援策が確実に実施されるよ
う，各都道府県警察を指導・督励するとともに，
好事例を勧奨していく。【警察庁】
⒇　「被害者の手引」の内容の充実等
ア　警察において，刑事手続の概要，犯罪被害
者等に役立つ制度，犯罪被害者等支援に係る
諸機関・団体の連絡先等を記載したパンフ
レット「被害者の手引」について，関係機関
による被害者支援策の紹介を含め，その内容
の充実，見直しを図りつつ，その確実な配布
を更に徹底するとともに，それらの情報を
ウェブサイトにおいても紹介していく。【警
察庁】
イ　警察において，都道府県における外国人犯
罪被害者等の多寡等の実情を踏まえて作成・
配布している外国語版の「被害者の手引」に
ついて，今後とも適切に作成・配布されるよ
う努めていく。【警察庁】（再掲：第3，1．
⑿ウ）

�　「被害者連絡制度」等の改善
警察庁において，一定の犯罪被害者等に対し

「被害者の手引」を配布・説明する制度及び「被
害者連絡制度」の改善策について，犯罪被害者
等の要望を踏まえた検討を行い，1年以内を目
途に結論を出し，必要な施策を実施する。【警
察庁】（再掲：第3，1．⒀イ）
�　犯罪被害者等の保護・支援のための制度の周
知
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損害賠償請求制度の概要その他犯罪被害者等
の保護・支援のための制度について紹介した冊
子・パンフレット等について，警察庁及び法務
省において連携し，一層の内容の充実を図ると
ともに，十分に周知させる。【警察庁・法務省】
（再掲：第1，1．⑹ア）
�　刑事の手続等に関する情報提供の充実
ア　警察庁及び法務省において連携し，犯罪被
害者等の意見・要望を踏まえ，刑事に関する
手続及び少年保護事件の手続並びに犯罪被害
者等のための制度等を分かりやすく解説した
パンフレット等の内容を充実し，パンフレッ
トの配布等の工夫も含め，犯罪被害者等への
早期の提供に努めていく。【警察庁・法務省】
（再掲：第3，1．⑿ア）
イ　法務省において，犯罪被害者等に対し，犯
罪被害者等の保護と支援のための制度の更な
る情報の提供を行うため，外国語によるパン
フレットやホームページの作成等による情報
の提供を行う。【法務省】（再掲：第3，1．
⑿エ）

�　民事の手続に関する情報提供の充実
法務省において，犯罪被害者等の損害賠償請

求に係る民事訴訟手続に関する情報の提供につ
き，説明資料の作成を含め検討し，早期に結論
を出し，必要な施策を実施する。【法務省】（再
掲：第1，1．⑹イ）

�　医療機関等と関係機関・団体等との連携・協
力の充実・強化及び医療機関における情報提供
等の充実
ア　厚生労働省において，医療機関が犯罪被害
者等支援に係る諸機関・団体等と連携・協力
し，犯罪被害者等の支援等に関する情報提供
を適切に行うことを促進する。【厚生労働省】

イ　厚生労働省において，精神保健福祉セン
ター，保健所等が犯罪被害者等支援に係る諸
機関・団体等との連携・協力を充実・強化し，
犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の犯
罪被害者等支援のための諸制度に関する案内
書，申込書等を常備し，提供等していくこと
を含め，犯罪被害者等の支援等に関する情報
提供，相談等を適切に行うことを推進する。
【厚生労働省】

�　性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡大
ア　警察において，現行の「性犯罪110番」の
相談電話及び相談室の設置，これらの相談窓
口に関する広報，性犯罪被害者用の「被害者
の手引」の交付等に加え，性犯罪被害者の要
望を踏まえ，性犯罪被害者が情報を入手する
利便性の拡大に努めていく。【警察庁】
イ　法務省において，性犯罪被害者の要望を踏
まえ，性犯罪被害者が情報を入手する利便性
の拡大に努めていく。【法務省】
ウ　厚生労働省において，性犯罪被害者の要望
を踏まえ，性犯罪被害者が情報を入手する利
便性の拡大に努めていく。【厚生労働省】

�　日本司法支援センターによる支援
ア　日本司法支援センターにおいて，犯罪被害
者等のために，その支援に精通した弁護士の
紹介なども含めた様々な情報を速やかに提供
する。【法務省】（再掲：第1，1．⑷イ及び
第3，1．⑾イ）
イ　日本司法支援センターの具体的な業務の在
り方について，犯罪被害者等やその支援に携
わる者の意見を踏まえて準備作業を進める。
【法務省】（再掲：第1，1．⑷ウ及び第3，1．
⑾ウ）
ウ　日本司法支援センターによる犯罪被害者等
支援について，警察庁その他関係機関及び日
本弁護士連合会等と十分な連携を図る。【法
務省】（再掲：第1，1．⑷エ及び第3，1．
⑾エ）
エ　日本司法支援センターの機能及び犯罪被害
者等支援に関する具体的情報を十分に周知さ
せる。【法務省】（再掲：第1，1．⑷オ及び
第3，1．⑾オ）
オ　日本司法支援センターにおいて，国（捜査
機関，裁判所を含む。），地方公共団体（捜査
機関を含む。），弁護士会，犯罪被害者支援団
体等の種々の専門機関・団体と連携・協力し
てネットワークを構築し，犯罪被害者等の相
談内容に応じた最適の専門機関・団体や犯罪
被害者等の支援に精通した弁護士を紹介する
コーディネーターとしての役割を果たすよう
努める。【法務省】（再掲：第4，3．⑻）

�　「NPOポータルサイト」による情報取得の利

3．犯罪被害者等基本計画（平成17年12月27日閣議決定）
Ⅴ　重点課題に係る具体的施策
第4-1　相談及び情報の提供等
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便性確保
内閣府において，特定非営利活動法人として

の法人格を有する犯罪被害者等の援助を行う団
体等の情報について，平成17年度に開設する予
定の「NPOポータルサイト」での検索により
取得可能とする。【内閣府】

�　犯罪被害者団体等専用ポータルサイトの開設
内閣府において，犯罪被害者等同士が出会う

ための情報の整理等を行い，自助グループを含
む各犯罪被害者団体等における活動等を紹介す
るため，新たに，犯罪被害者等の間のネットワー
ク作りを円滑に行えるような犯罪被害者団体等
専用ポータルサイトを開設する。【内閣府】

�　自助グループの紹介等
警察において，犯罪被害者等の援助を行う民

間の団体との連携を図りつつ，犯罪被害者等の
要望を踏まえ，犯罪被害者等に対し，自助グルー
プの紹介等を行っていく。【警察庁】

�　犯罪被害者等施策のホームページの充実
内閣府において，犯罪被害者等施策のホーム

ページについて，関係法令の整備その他必要な
情報の更新を行い，充実を図っていく。【内閣府】
�　インターネット以外の媒体を用いた情報提供
犯罪被害者等に対して情報提供を行う際，各

府省庁において，インターネット以外の媒体を
用いて必要な情報が提供されることを通じて，
インターネット等で情報を得ることができる者
とそうでない者との間に不公平が生じないよう
配慮するとともに，積極的な情報提供に努める。
【内閣府・警察庁・総務省・法務省・文部科学
省・厚生労働省・国土交通省】

�　犯罪の発生直後からの総合的・横断的な支援
活動の展開
警察において，指定された警察職員が事件発

生直後から犯罪被害者等に付き添うなどすると
ともに携帯電話等により当該犯罪被害者等から
の相談等に対応する「指定被害者支援要員制度」
の積極的運用，部内のカウンセラー等による相
談・精神的ケアや部外の精神科医等への紹介，
犯罪被害者等早期援助団体が積極的に介入する
ことを可能とするための当該団体への情報提
供，及び生活・医療・裁判等多岐にわたる分野
の関係機関・団体等による横断的な支援活動を

実施するための被害者支援連絡協議会の活用等
により，犯罪の発生直後から，被害の回復・軽
減，再発防止等のための支援活動が総合的・横
断的かつ充実して展開されるよう努める。【警
察庁】
�　更生保護官署と保護司との協働による刑事裁
判終了後の支援についての検討及び施策の実施
ア　法務省において，更生保護官署が，保護司
との協働態勢の下，犯罪被害者等に対し，そ
の被害に係る刑事裁判が終了した後の支援を
行うことについて，犯罪被害者等の支援に適
する保護司の配置も含め検討を行い，2年以
内を目途に結論を出し，その結論に従った施
策を実施する。【法務省】
イ　法務省において，上記アの検討の際に，地
域社会における関係諸機関・団体等の連携・
協力の在り方についても，併せて検討する。
【法務省】

�　犯罪被害者等である児童生徒が不登校になっ
た場合における継続的支援の促進
文部科学省において，犯罪被害者等である児
童生徒が不登校になった場合，当該児童生徒に
対し，教育委員会が設置する教育支援センター
（適応指導教室）が行うカウンセリングや学習
指導等による学校復帰等のための継続的な支援
を促進する。【文部科学省】
�　犯罪被害者等である児童生徒が問題を抱える
に至った場合における継続的支援の促進
文部科学省において，犯罪被害者等である児
童生徒が問題を抱えるに至った場合，当該児童
生徒に対し，学校，教育委員会，警察署，児童
相談所，保健所等の関係機関の実務担当者がサ
ポートチームを形成するなど連携して継続的に
行う対応を促進する。【文部科学省】
�　日本司法支援センターによる長期的支援
日本司法支援センターにおいて，被害を受け
たときからの時間経過の長短を問わず，情報等
の提供を通じた支援を行う。【法務省】
�　海外における邦人の犯罪被害者等に対する情
報提供についての周知
外務省において，海外で邦人が犯罪等による
被害に遭った場合，在外公館（大使館，総領事
館）が当該犯罪被害者等の要請に応じて行って

148

犯罪被害者等施策に関する基礎資料



いる現地における弁護士や通訳・翻訳者等に関
する情報提供について，更に周知させる。【外
務省】

2．調査研究の推進等（基本法第21条関係）
［現状認識］
犯罪被害者等に対する適切な支援のためには，犯
罪被害者等の心理，置かれている状況を正確に理解
することはもとより，犯罪被害者等の心身の健康を
回復させるための方法等に関する専門的知識・技能
が求められる。しかるに，犯罪被害者等の支援に携
わる者たちについて，熱意はあっても必要な知識・
技能が不足し，適切な支援ができない場合があると
の指摘がある。犯罪被害者等の支援に携わる者が共
有し，修得すべき知識・技能に関する調査研究を進
めることや諸外国における犯罪被害者等のための施
策に関する情報を収集すること等が必要であり，そ
うした調査研究や情報収集等の成果を活用して人材
の養成等を行っていく必要がある。
［基本法が求める基本的施策］
基本法第21条は，国及び地方公共団体に対し，犯
罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を
行うことができるようにするための施策として，
・　心理的外傷その他犯罪被害者等が犯罪等によ
り心身に受ける影響及び犯罪被害者等の心身の
健康を回復させるための方法等に関する調査研
究の推進

・　国の内外の情報の収集，整理及び活用
・　犯罪被害者等の支援に係る人材の養成及び資
質の向上

・　その他の必要な施策
を講ずることとしている。
［犯罪被害者等の要望に係る施策］
犯罪被害者団体等からは，
①　PTSDに関する調査研究及び専門家の養成
②　その他人材の養成等
③　犯罪被害実態等に関する調査研究の充実
④　犯罪被害者等支援に関する研究・教育・研修
を行う国公立の「犯罪被害者総合支援センター」
の設立

に関する種々の要望が寄せられている。
［今後講じていく施策］
⑴　重症PTSD症例に関するデータ蓄積及び治療

法等の研究
文部科学省において，平成17年度の科学技術
振興調整費「重要課題解決型研究等の推進」プ
ログラムにおける課題「犯罪・テロ防止に資す
る先端科学技術」の中で新規採択した「犯罪，
行動異常，犯罪被害者の現象，原因と治療，予
防の研究」における犯罪被害による重症PTSD
症例に関するデータ蓄積及び治療法等の研究成
果を得，犯罪被害者等支援の実践への活用を目
指していく。【文部科学省】
⑵　犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関
する研究
厚生労働省において，犯罪被害者の精神健康
についての実態とニーズの調査，医療場面にお
ける犯罪被害者の実態の調査，重度PTSDなど
持続的な精神的後遺症を持つものの治療法の研
究，地域における犯罪被害者に対する支援のモ
デルの研究などを継続的に行い，その研究成果
を得，高度な犯罪被害者等支援が行える専門家
育成や地域での対応の向上に活用していく。【厚
生労働省】
⑶　犯罪被害者等の状況把握等のための継続的調
査の実施
内閣府において，警察庁，法務省及び厚生労
働省並びに犯罪被害者団体等の協力を得て，犯
罪被害類型別，被害者との関係別に，犯罪被害
者等の置かれた状況や当該状況の経過等を把握
するため，犯罪被害類型等ごとに，一定の周期
で継続的な調査を行う。【内閣府】
⑷　配偶者に該当しない交際相手等からの暴力に
関する調査の実施
内閣府において，平成11年度以降実施してい
る女性に対する暴力による被害の実態把握に関
する調査の中で，平成17年度に，配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平
成13年法律第31号）における配偶者に該当しな
い交際相手等からの暴力についても，調査を実
施する。【内閣府】
⑸　警察庁における犯罪被害の実態等についての
継続的調査研究
警察庁において，犯罪被害の実態等について
の調査研究を継続的に実施し，警察の行う被害
者支援の更なる充実に活かしていく。【警察庁】

3．犯罪被害者等基本計画（平成17年12月27日閣議決定）
Ⅴ　重点課題に係る具体的施策
第4-1　相談及び情報の提供等

第4-2　調査研究の推進等
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⑹　法務省における「犯罪被害実態調査」の調査
方法に関する検討
法務省において，これまでに行った「犯罪被

害実態調査」と同種の調査を継続的に実施する
方向で検討するとともに，性的暴行被害等につ
いてより一層精緻な数値を得られるよう調査方
法の検討を早期に行い，その結果を同調査に反
映する。【法務省】

⑺　脳死及び臓器移植に関する犯罪被害者等への
配慮
厚生労働省において，臓器提供者（交通事故

被害者を含む。）の家族に特有な心理的な問題
等について，「脳死下での臓器提供事例に係る
検証会議」の下に設置された「ドナー家族の心
情把握等作業班」により，現状把握に努める。
【厚生労働省】
⑻　犯罪被害者等支援のコーディネーター等の育
成の在り方についての検討
犯罪被害者等支援のコーディネーターや専門

的チームの育成の在り方について，各地域にお
ける犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の
連携・協力の促進に関して設置する検討のため
の会において，どの関係機関・団体等を起点と
しても必要な情報提供，支援等を途切れること
なく受けることのできる体制作りと併せて検討
する。【内閣府・警察庁・総務省・法務省・文
部科学省・厚生労働省・国土交通省】（再掲：
第4，1．⑷）

⑼　警察における被害者支援に携わる職員等への
研修の充実
警察において，①採用時及び上位の階級又は

職に昇任した際に行われる犯罪被害者等支援に
関する基礎的な研修，②被害者支援担当部署に
配置された職員に対する犯罪被害者等支援の実
践的技能を修得させるための臨床心理士による
ロールプレイ方式による演習等を含む専門的な
研修，③カウンセリング業務に従事する職員等
に対する基礎的な教育及び実践的・専門的な教
育等の充実を図っていく。【警察庁】

⑽　犯罪等による被害を受けた児童の継続的な支
援を行う警察職員の技能修得
警察において，犯罪等による被害を受けた児

童の継続的な支援を行う少年補導職員，少年相

談専門職員について，講習・研修等により，カ
ウンセリングの技法等必要な専門技術等を修得
できるよう努めるとともに，専門的能力を備え
た者の配置に努めていく。【警察庁】
⑾　法務省における犯罪被害者等支援に関する職
員研修の充実等
ア　法務省において，検察官に対し，児童や女
性の犯罪被害者等と接する上での留意点等を
熟知した専門家等による講義を実施し，児童
及び女性に対する配慮に関する科目の内容の
一層の充実を図っていく。【法務省】（再掲：
第2，3．⑴エ及び第3，1．⒅）
イ　法務省において，検察官，検察事務官に対
する各種研修の機会における「犯罪被害者支
援」等のテーマによる講義の実施，犯罪被害
者等早期援助団体への検察官の派遣，矯正施
設職員に対する犯罪被害者団体等の関係者を
招へいしての講義等の実施，更生保護官署職
員に対する被害者支援の実務家等による講
義，地方検察庁に配置されている被害者支援
員を対象とする研修における犯罪被害者等に
関する諸問題についての講義・講演及び討議
の実施など，職員の犯罪被害者等への適切な
対応を確実にするための教育・研修等の充実
を図る。【法務省】（再掲：第2，3．⑴イ）

⑿　日本司法支援センターが蓄積した情報やノウ
ハウの提供
日本司法支援センターにおいて，犯罪被害者
等支援業務の実施を通じて日本司法支援セン
ターが蓄積した情報やノウハウについて，研修
や講習を通じて犯罪被害者等支援に携わる関係
者に提供していく。【法務省】
⒀　学校における相談対応能力の向上等
文部科学省において，学校の教職員が犯罪被
害者等である児童生徒の相談等に的確に対応で
きるよう，犯罪等の被害に関する研修等を通じ
教職員の指導力の向上に努めるとともに，ス
クールカウンセラーや「子どもと親の相談員」
の配置など教育相談体制の充実等に取り組んで
いく。【文部科学省】（再掲：第4，1．⒄及び
第5，1．⒂ア）
⒁　臨床心理士による犯罪被害者等に対する支援
活動についての調査研究の実施
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文部科学省において，犯罪等による被害への
精神的支援の重要性を踏まえ，財団法人日本臨
床心理士資格認定協会に委嘱している「臨床心
理士の資質向上に関する調査研究」において，
犯罪被害者等に対する支援活動についての調査
研究を実施する。【文部科学省】

⒂　虐待を受けた子どもの保護等に携わる者の研
修の充実
厚生労働省において，虐待を受けた子どもの

保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切
に行うことができるよう，児童相談所及び児童
福祉施設等関係機関の職員，市町村職員及び保
健機関等の職員の資質の向上等を図るための研
修の充実を図っていく。【厚生労働省】

⒃　民間の団体の研修に対する支援
警察，法務省，文部科学省，厚生労働省及び

国土交通省において犯罪被害者等の援助を行う
民間の団体に対し，それらの団体が実施するボ
ランティア等の養成・研修への講師の派遣等の
支援に努めていく。【警察庁・法務省・文部科
学省・厚生労働省・国土交通省】

3．民間の団体に対する援助（基本法第22条関係）
［現状認識］
我が国における犯罪被害者等に対する支援に関す
る民間の団体の活動は，昭和40年代にその嚆矢が見
られ，平成になってから，全国的な展開が進んでい
る。これらの民間の団体は，犯罪被害者等がいつで
もどこでも支援が受けられる体制の整備に不可欠で
あるとともに，自らも犯罪被害者等である者や様々
な経験・能力を持った者が参加することにより，犯
罪被害者等が有する多様な事情に応じたきめ細かな
対応を可能とするものである。こうした民間の団体
は，善意の寄付やボランティアに支えられ，懸命に
活動しているが，そのほとんどが財政面，人材面等
における困難を抱え，犯罪被害者等の多様・多量の
ニーズに比べると，依然として質・量ともに大きく
不足しており，大幅な拡充が必要であるとの指摘が
ある。
［基本法が求める基本的施策］
基本法第22条は，国及び地方公共団体に対し，犯
罪被害者等に対して行われる各般の支援において犯
罪被害者等の援助を行う民間の団体が果たす役割の

重要性にかんがみ，その活動の促進を図るための施
策として，
・　財政上及び税制上の措置
・　情報の提供
・　その他の必要な施策
を講ずることとしている。
［犯罪被害者等の要望に係る施策］
犯罪被害者団体等からは，
①　民間の団体に対する財政的援助の充実
②　その他の必要な施策
に関する種々の要望が寄せられている。
［今後講じていく施策］
⑴　民間の団体に対する財政的援助の在り方の検
討及び施策の実施
犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対す
る国による財政的な援助を現状よりも手厚いも
のとする必要があることを前提に，被援助団体
となる対象，援助されるべき事務の範囲，援助
の経路や財源等の総合的な在り方を検討するた
め，推進会議の下に，有識者並びに内閣府，警
察庁，総務省，法務省及び厚生労働省からなる
検討のための会を設置し，必要な調査を行い，
2年以内を目途に結論を出し，その結論に従っ
た施策を実施する。【内閣府・警察庁・総務省・
法務省・厚生労働省】
⑵　民間の団体への支援の充実
ア　警察及び厚生労働省において，犯罪被害者
等の援助を行う民間の団体への財政的援助の
充実に努めるとともに，それらの団体の活動
に関する広報，犯罪被害者等の援助に携わる
民間の者の研修に関する講師の手配・派遣，
会場借上げ等の協力等の支援を行っていく。
【警察庁・厚生労働省】
イ　法務省，文部科学省及び国土交通省におい
て，犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の
活動に関する広報，犯罪被害者等の援助に携
わる民間の者の研修に関する講師の手配・派
遣，会場借上げ等の協力等の支援を行ってい
く。【法務省・文部科学省・国土交通省】

⑶　民間の団体で支援活動を行う者の養成・研修
等の在り方についての検討
犯罪被害者等の援助を行う民間の団体で支援
活動を行う者の養成及び研修の内容並びに費用

3．犯罪被害者等基本計画（平成17年12月27日閣議決定）
Ⅴ　重点課題に係る具体的施策
第4-2　調査研究の推進等

第4-3　民間の団体に対する援助
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の弁償，災害補償，信頼性の確保等それらの者
が行う適切な支援活動を助長する仕組みの在り
方について，各地域における犯罪被害者等支援
に係る諸機関・団体等の連携・協力の促進に関
して設置する検討のための会において，どの関
係機関・団体等を起点としても必要な情報提供，
支援を途切れることなく受けることのできる体
制作りと併せて検討する。【内閣府・警察庁・
総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・国
土交通省】

⑷　民間の団体等に関する広報等
内閣府及び警察庁において，総務省，法務省，
文部科学省，厚生労働省及び国土交通省の協力
を得て，政府広報等とも連携し，様々な広報媒
体を通じて，犯罪被害者等の置かれた状況やそ
れを踏まえた施策実施の重要性，犯罪被害者等
の援助を行う団体の意義・活動等について広報
する。【内閣府・警察庁】（再掲：第5，1．⑾ア）
⑸　特定非営利活動促進法（NPO法）の適切な
運用
内閣府において，特定非営利活動促進法（平

成10年法律第7号。NPO法）に基づく犯罪被
害者等の援助を行う団体等を含む民間非営利団
体からの法人格の取得申請に対し，同法の適切
な運用に努める。【内閣府】

⑹　全国被害者支援ネットワークに対する協力
警察において，全国被害者支援ネットワーク

の運営及び活動に対し，協力していく。【警察庁】
⑺　警察における民間の団体との連携・協力の強
化
警察において，犯罪被害者等の援助を行う民

間の団体との連携を一層強化し，支援を行って
いくとともに，生活・医療・裁判等多岐にわた
る分野の関係機関・団体等による横断的な支援
活動を実施するための被害者支援連絡協議会に
おける相互の協力及び緊密な連携を図ってい
く。【警察庁】

⑻　日本司法支援センターによるネットワークの
構築とコーディネーター機能の発揮
日本司法支援センターにおいて，国（捜査機

関，裁判所を含む。），地方公共団体（捜査機関
を含む。），弁護士会，犯罪被害者支援団体等の
種々の専門機関・団体と連携・協力してネット

ワークを構築し，犯罪被害者等の相談内容に応
じた最適の専門機関・団体や犯罪被害者等の支
援に精通した弁護士を紹介するコーディネー
ターとしての役割を果たすよう努める。【法務
省】（再掲：第4，1．�オ）

第5　国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

犯罪被害者等が，犯罪等により受けた被害から立
ち直り，再び地域において平穏に過ごせるようにな
るためには，国及び地方公共団体による施策を十分
に措置することのみならず，地域の全ての人々の理
解と配慮，そしてそれに基づく協力が重要である。
このため，これまで議論してきた個別具体的な施策
の総合的な展開に併せ，これと「車の両輪」の関係
にあるとも言える，国民の理解と配慮・協力を促す
施策を講じていくことが必要である。基本法は，第
20条において，教育活動，広報活動等を通じた「国
民の理解の増進」に係る必要な施策を講ずることを
求めている。

1．国民の理解の増進（基本法第20条関係）
［現状認識］
平成12年に内閣府が実施した「犯罪被害者に関す
る世論調査」によると，国民の57.4％が犯罪被害者
等の支援を行っているボランティア活動に協力した
いと考えている。その一方，身体犯被害者や遺族の
約35％が「近所の人や通行人に変な目で見られた」
ことがあり，そのうちの約80％がそれらを事件の被
害の一部だと考えている実状がある※9。半数を超
える国民が，犯罪被害者等支援に対して積極的な意
志を持っていながら，現実の社会は，必ずしも犯罪
被害者等にとって平穏に暮らしやすい環境とは言い
難い状況にある。
この不一致については，犯罪被害者等からの要望
によれば，国民が持つ犯罪被害者等に対する誤解や
偏見，犯罪等による被害の深刻さや命の大切さに対
する理解不足，犯罪被害者等が必要とする事項に対
する知識の不足等がその根底にあると考えられる。
現状について，国民が，犯罪被害者等に接し，犯
罪被害者等の置かれている状況やニーズ等を知る機
会に乏しいとの指摘がある。また，民間の調査※10

では，小・中学生・高校生の5人に1人が「人は生
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き返る」と回答しているなど，犯罪等による被害の
深刻さや命の大切さに対する理解が十分でないこと
もうかがえる。
［基本法が求める基本的施策］
基本法第20条は，国及び地方公共団体に対し，
・　教育活動
・　広報活動
・　その他の活動
を通じて，
・　犯罪被害者等が置かれている状況
・　犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮
の重要性

・　その他
について国民の理解を深めるよう必要な施策を講ず
ることとしている。
［犯罪被害者等の要望に係る施策］
犯罪被害者団体等からは，
①　教育活動を通じた理解の増進
②　広報・啓発活動の実施
③　犯罪被害者等の置かれた状況等についての国
民理解の増進

④　犯罪被害にまつわる偏見のない社会の形成
⑤　その他，社会における配慮の促進
⑥　報道機関等における配慮
⑦　その他の必要な施策
に関する種々の要望が寄せられている。
［今後講じていく施策］
⑴　学校における生命のかけがえのなさ等に関す
る教育の推進
ア　文部科学省において，学校教育の中で，自
他の生命のかけがえのなさ，誕生の喜び，死
の重さ，生きることの尊さなどを積極的に取
り上げる教育を推進するため，「児童生徒の
心に響く道徳教育推進事業」を実施し，教材
の開発などの実践研究を進め，成果の普及を
図る。【文部科学省】

イ　文部科学省において，かけがえのない生命
について考えさせるなど道徳の内容をわかり
やすく表した「心のノート」のすべての小・
中学生への配布を進める。【文部科学省】

⑵　学校における体験活動を通じた命の大切さの
学習についての調査研究の実施及びその成果の
普及

文部科学省において，児童生徒の社会性や豊
かな人間性を育むため，「豊かな体験活動推進
事業」を実施し，学校における自然体験活動や
社会奉仕体験活動の充実を図る中で，命の大切
さを学ばせることに有効な体験活動について調
査研究を実施し，その成果を取りまとめ，全国
の教育委員会や学校に普及する。【文部科学省】
⑶　学校における犯罪被害者等の人権問題も含め
た人権教育の推進
ア　文部科学省において，人権教育及び人権啓
発の推進に関する法律（平成12年法律第147
号）に基づき，犯罪被害者等の人権問題も含
め，学校教育及び社会教育における人権教育
の一層の推進に努める。【文部科学省】
イ　文部科学省において，学校教育について，
自分の大切さとともに他の人の大切さを認め
ることができるような児童生徒の育成を目指
した人権教育の指導方法等に関する調査研究
の成果（平成16年6月に第一次とりまとめを
公表）を普及するとともに，更に検討を進め
る。【文部科学省】

⑷　学校における犯罪抑止教育の充実
文部科学省において，平成16年度に警察庁と
共同で作成し，教育委員会等へ配布した，犯罪
被害者等の体験談を取り入れた学習の事例等を
含む非行防止教室等プログラム事例集の活用を
教育委員会へ促すなど，犯罪抑止教育の充実を
図る。【文部科学省】
⑸　子どもへの暴力防止のための参加型学習への
取組
文部科学省において，子どもがいじめ・虐待・
暴力等から自らの身を守るための態度やスキル
等を育成することを目的として，被害者となる
ことを防止するための教育について，地域の実
情に応じた取組がなされるよう教育委員会に促
す。【文部科学省】
⑹　家庭における命の教育への支援の推進
文部科学省において，家庭における命の教育
への支援を推進するため，命の大切さを実感さ
せる意義などを記述した子育てのヒント集とし
て「家庭教育手帳」を作成し，小学生等を持つ
全国の保護者全員に配布することにより，子育
て講座等での学習の充実を図る。【文部科学省】

3．犯罪被害者等基本計画（平成17年12月27日閣議決定）
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⑺　生命・身体・自由の尊重を自覚させる法教育
の普及・啓発
法務省において，学校教育を中心として法教

育の普及・啓発を促進し，法や司法によって自
らを守り，他者を等しく尊重する理念を体得さ
せることを通じ，他者の生命・身体・自由など
を傷つけてはならないことを自覚させることに
もつながるよう，文部科学省，最高裁判所，日
本弁護士連合会等の協力を得て，平成17年5月
に発足した法教育推進協議会を通じた取組に努
める。【法務省】

⑻　「犯罪被害者週間」にあわせた集中的な啓発
事業の実施
内閣府において，警察庁，総務省，法務省，

文部科学省，厚生労働省及び国土交通省の協力
を得て，「犯罪被害者週間（11月25日から12月
1日まで）」を設定し，当該週間にあわせて，
啓発事業を集中的に実施する。【内閣府】

⑼　犯罪被害者等施策の関係する特定期間におけ
る広報・啓発事業の実施
ア　内閣府において，全国交通安全運動の期間
を中心に，各種の啓発事業が交通事故被害者
等の視点も踏まえ展開されるよう努める。【内
閣府】

イ　法務省において，人権週間を中心に，様々
な広報媒体も通じつつ，犯罪被害者等の人権
問題に対する配慮と保護を求めるため講演
会・研修会等の啓発活動を実施する。【法務省】
ウ　厚生労働省において，児童虐待の範囲，現
状やその防止に向けての取組を広く国民に周
知させるため，様々な媒体を活用した広報活
動を行うとともに，11月の児童虐待防止推進
月間に，ポスター等の作成及び全国フォーラ
ムの開催など集中的な広報啓発活動を実施す
る。【厚生労働省】

⑽　犯罪被害者等の置かれた状況等について国民
理解の増進を図るための啓発事業の実施
内閣府において，犯罪被害者等の置かれた状

況について国民が正しく理解し，国民の協力の
下に関係施策が講じられていくよう，国民が犯
罪等による被害について考える機会として，毎
年，東京及び複数の地域で，犯罪被害者等や，
犯罪等による被害についての識見を有する者，

犯罪被害者等の援助等に携わる者等とその他の
国民が一同に会し，犯罪被害者等に係る様々な
テーマを議論する啓発事業を開催するととも
に，事業の結果について，インターネット等で
国民向けに情報提供を行う。【内閣府】
⑾　様々な広報媒体を通じた犯罪被害者等施策に
関する広報の実施
ア　内閣府及び警察庁において，総務省，法務
省，文部科学省，厚生労働省及び国土交通省
の協力を得て，政府広報等とも連携し，様々
な広報媒体を通じて，犯罪被害者等の置かれ
た状況やそれを踏まえた施策実施の重要性，
犯罪被害者等の援助を行う団体の意義・活動
等について広報する。【内閣府・警察庁】（再
掲：第4，3．⑷）
イ　警察において，各都道府県警察が民間被害
者支援団体等と連携し，マスコミ広報，街頭
キャンペーン，各種討論会の開催，各種会合
での講話等を実施することにより，犯罪被害
者等が置かれている実態や警察，関係機関，
民間被害者支援団体等が取り組んでいる犯罪
被害者等支援についての広報啓発活動を一層
促進する。【警察庁】
ウ　警察庁において，広報啓発用の冊子「警察
による犯罪被害者支援」の作成，ウェブサイ
ト上での警察の犯罪被害者等支援策の掲載等
により，犯罪被害者等支援に関する国民の理
解増進に努める。【警察庁】

⑿　交通事故被害者等の声を反映した国民の理解
増進
ア　警察において，交通事故の被害者や遺族等
の手記を取りまとめた冊子やパンフレット等
を作成し交通安全講習会で配布することや，
交通安全の集い等における被害者等の講演を
実施し，交通事故の被害者等の現状や交通事
故の惨状等に関する国民の理解増進に努め
る。【警察庁】
イ　警察において，各都道府県警察での運転者
に対する各種講習において，交通事故の被害
者等の切実な訴えが反映されたビデオ，手記
等の活用や，被害者等の講話等により被害者
等の声を反映した講習を実施していく。【警
察庁】
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⒀　国民の理解の増進を図るための情報提供の実
施
内閣府において，犯罪被害者等や犯罪被害者

等の援助に精通した有識者等を招き，関係省庁
の職員を対象とする「犯罪被害者等施策講演
会」を開催するとともに，その概要をインター
ネット等で国民向けに情報提供する。【内閣府】

⒁　調査結果の公表を通じた犯罪被害者等の置か
れた状況についての国民理解の促進
ア　内閣府において，犯罪被害類型別・被害者
との関係別に行う，犯罪被害者等の置かれた
状況や当該状況の経過等に関する基礎的な事
項を把握するための継続的な調査（上記
第4，2．⑶）の結果を，統計処理の上，実
例等も参照する形で公表し，様々な犯罪被害
者等の置かれた状況についての国民レベルの
基礎的な理解を促進する。【内閣府】

イ　内閣府において，犯罪被害者等の置かれた
状況等に関する国民の理解の程度や必要な配
慮の程度，心無い言動等からくる二次的被害
に対する認識等について，研究調査を行い，
その結果を，青少年に対しては，利用しやす
い教材等の形に加工し広く提供するととも
に，成人に対しては，統計処理後の公表物の
形で啓発に利用する。【内閣府】

⒂　学校における犯罪被害者等である児童生徒へ
の的確な対応のための施策の促進
ア　文部科学省において，学校の教職員が犯罪
被害者等である児童生徒の相談等に的確に対
応できるよう，犯罪等の被害に関する研修等
を通じ教職員の指導力の向上に努めるととも
に，スクールカウンセラーや「子どもと親の
相談員」の配置など教育相談体制の充実等に
取り組んでいく。【文部科学省】（再掲：第4，
1．⒄及び第4，2．⒀）

イ　文部科学省において，犯罪被害者等である
児童生徒に対する心のケアについても，大学
の教職課程におけるカウンセリングに関する
教育及び教員に対するカウンセリングに関す
る研修内容に含めるなどその内容の充実を図
るよう促す。【文部科学省】（再掲：第2，1．
⒅ウ）

ウ　文部科学省において，虐待を受けた子ども

への対応の問題を含め，養護教諭が行う健康
相談活動の進め方等についてまとめた参考資
料も活用しながら，養護教諭の資質の向上の
ための研修の充実を図る。【文部科学省】
エ　文部科学省において，「臨床心理士の資質
向上に関する調査研究」の中で，犯罪被害者
等に対する支援活動についての調査研究を実
施し，その結果に基づき，財団法人日本臨床
心理士資格認定協会等に働きかけ，犯罪被害
者等に関する専門的な知識・技能を有する臨
床心理士の養成及び研修の実施を促進する。
【文部科学省】（再掲：第2，1．⑿）

⒃　犯罪被害者等に関する個人情報の保護
警察による被害者の実名発表，匿名発表につ

いては，犯罪被害者等の匿名発表を望む意見と，
マスコミによる報道の自由，国民の知る権利を
理由とする実名発表に対する要望を踏まえ，プ
ライバシーの保護，発表することの公益性等の
事情を総合的に勘案しつつ，個別具体的な案件
ごとに適切な発表内容となるよう配慮してい
く。【警察庁】（再掲：第2，2．⑵エ）
⒄　犯罪被害者等に関する個人情報の保護に配慮
した地域における犯罪発生状況等の情報提供の
実施
警察において，被害者が特定されないよう工
夫した上で，ウェブサイト上等に性犯罪を含め
身近な犯罪の発生状況を掲載するなどにより，
都道府県警察が地域住民に対し，住民自らが積
極的に防犯対策を講ずる契機となりうるような
情報提供に努める。【警察庁】
⒅　交通事故の実態及びその悲惨さについての理
解の増進に資するデータの公表
警察において，国民に対し，交通事故の実態
やその悲惨さについての理解の増進が十分に図
れるよう，事故類型や年齢層別等交通事故に関
する様々なデータを公表し，その実態等につい
て周知を図る。【警察庁】

※1　犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及
ぼす行為をいう。（犯罪被害者等基本法第2条第
1項）
※2　法務省法務総合研究所編『犯罪白書（平成17
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年版）』　国立印刷局，2005年による。
※3　犯罪等により害を被った者及びその家族又は
遺族をいう。（犯罪被害者等基本法第2条第2項）
※4　法務省法務総合研究所編『犯罪白書（平成17
年版）』　国立印刷局，2005年による。
※5　警察庁編『平成16年の犯罪』　警察庁，2005
年による。一つの事件で数人の被害者がいる場合
は，主たる被害者について計上してある。
※6　救急現場から医療機関に搬送されるまでの間
において，救急救命士等が行う救急医療活動につ
いて，医師による指示，指導・助言，事後検証を
行い，その質を保障する体制。
※7　各大学のカリキュラム改革に資するよう，平
成13年3月に文部科学省の「医学・歯学教育の在
り方に関する調査研究協力者会議」において，す
べての医学生が卒業までに最低限習得すべき教育
内容をガイドラインとして示したもの。
※8　「被害少年」とは，犯罪その他少年の健全な
育成を阻害する行為により被害を受けた少年（20
歳未満）をいう（少年警察活動規則（平成14年国
家公安委員会規則第20号）第2条第7号）。
※9　辰野文理「2次的被害の認識」宮澤浩一・田
口守一・高橋則夫編『犯罪被害者の研究』（第1
部第1章「犯罪被害の心理」第4節）　成文堂，
1996年，pp66-70による。
※10　中村博志日本女子大学教授（肩書は当時）ら
による「児童の健全育成における青少年の生きる
意識についての調査研究」より（財団法人こども
未来財団　平成15年度児童環境づくり等総合調査
研究事業報告書pp17-21を参照。）。
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